
【定額給付金の給付事務について】 

≪質問≫ 

市議案第４８号平成２０年度豊中市一般会計補正予算第４号について、質問させて頂きま

す。まず、第一に定額給付金は、そもそもどういった目的、名目で国から支給されると認識

されておられるのか、ご見解をお聞かせ下さい。 

 

＜答弁＞ 

 今回の定額給付金の給付につきましては、国は現在の景気後退下にあって、住民の

不安に対処するとともに、生活支援を行うこと、さらには、住民に広く給付すること

により、地域の経済対策に資することを目的に市町村の自治事務として当該事業を実

施することとなっております。 

 

≪質問≫ 

対象者についてですが、２月２日以降に豊中市から転居された方は、どこに転出されても、

豊中市が郵送等で手続きをすることになると思いますが、確実に転出先は把握できるので

しょうか？外国人は観光などの短期滞在や不法滞在者を除き、原則全員が対象となるよう

ですが、豊中市在住の外国人は完全に把握できるのでしょうか？ＤＶ被害者で、住民票を

豊中市に残して避難している人には、どのようにして支給されるのでしょうか？ホームレス

の方など住所不定者への対応はどうされるのでしょうか？一人暮らしの高齢者や障害者、

認知症の方など、手続き・申請が困難な方へはどのようにして支給されるのでしょうか？ 

 

＜答弁＞ 

 次に、2 月 2 日以降に転出届をされた方の転出先住所につきましては、市において

把握しておりますので、転出先住所へ申込書を送付いたします。返送された場合は、

他市への照会などの対策を取ることとしております。 

 また、豊中市在住の外国籍の方につきましては、外国人登録をされている方に支給

することになり、短期滞在や不法滞在を除き対象者は把握しております。 

 DV 被害者で、実際には他市に居住されている方につきましては、お住まいの警察

などで DV 被害者相談を行い、意見書を取り付け、そのお住まいの市町村への支援措

置の申出を行うこととなります。また、今回の定額給付金にかかる相談等につきまし

ては、男女共同参画推進課など関係課と体制等について協議を進めております。 

 ホームレスの方に関しましては、生活福祉課で一括把握しており、その方たちへの

案内から相談等について対応の仕方を協議しています。また、住民登録については、

住民登録を行う居住の確保も含め、相談の上の対応となります。 

 一人暮らしの高齢者、障害者、認知症の方へは、現在、高齢介護課、障害福祉課等

の関係課と協議しており、介護者への周知と協力が必要なためその方法等について、

現在調整中です。 

 

 

 

 



≪質問≫ 

個人情報の管理や振り込め詐欺などの犯罪への対応はどのように考えられているのか？

もしくは既に対策を講じられているのでしょうか？ 

また、支給対象者に税金や保険料などの滞納などがあった場合、定額給付金を充当する

事は出来るのでしょうか？もしくは、そういったことをする予定はあるのでしょうか？ 

 

＜答弁＞ 

 個人情報の取り扱いに関わって、まず、外部委託業者の選定にあたっては、個人情

報の適切な保護措置をこうじている事業者に付与されるプライバシマークなどを所

得している企業なども参考にして業者を決定するとともに、給付リストの作成等のシ

ステム開発においては、住民基本台帳や外国人登録データを庁舎外に出さず、職員管

理のもとで作業を行うとともに、給付事務に従事するものには守秘義務を課するなど、

業務委託契約の中で個人情報の取り扱いについて十分配慮するよう明記することに

しております。 

 振り込め詐欺などの対応については、現在市のホームページで啓発しているところ

でありますが、本給付金の給付事務がスタートした場合には、振り込め詐欺などの未

然防止を給付対象者に送付する案内書等で注意喚起するとともに、実施本部と給付対

象者の事務連絡については、電話を一切使用せず、時間はかかりますが、犯罪防止の

観点から文書による連絡で行いたいと考えております。 

 次に、定額給付金を、滞納されている税金などに充当することは、国からの指導に

より定額給付金の趣旨に合致しないことから、出来ないことになっております。 

 

≪質問≫ 

定額給付金は、豊中市として総額約６０億円を市民に給付するわけですが、この約６０億円

をいかに消費して頂くか、さらにこの豊中市内の商店街等で、消費して頂けるかを考える必

要があると思います。総務省の発表では、今年の１月末の段階で、３４都道府県１２９市区

町村が「プレミアム（割り増し）付き商品券」の発行を予定しているとのことで、各自治体、地

元の消費を活性化しようと取り組んでいるようです。豊中市として、地元の消費を活性化す

る取り組みを考えられているのでしょうか？市民に総額約６０億円の給付金を市内で消費

して頂く策や、市外の方に豊中市で消費して頂くような策は講じておられるのか？お答え下

さい。 

 

＜答弁＞ 

 最後に、消費活性化する取り組みにつきましては、市内の小売店や商店街などへ客

足が向けられるよう、豊中商工会議所と連携しながら、市内の商業団体や酒販組合な

どの業種組合、また大型店にも協力をいただき、定額給付金の給付時期にあわせて、

全市的な販売促進キャンペーンを展開する予定にしております。また、各地域の商業

施設においても消費者ニーズに対応した販促イベントや大売出しなどに取り組んで

いただき、市内消費の拡大につなげてまいりたいと考えております。 

 

 

 



【子育て応援特別手当の給付事務について】 

≪質問≫ 

今回の補正予算には、定額給付金支給事業費とともに子育て応援特別手当支給事業費が

計上されています。総務省によると、定額給付金とあわせて、厚生労働省所管の施策とし

て、幼児教育期（小学校就学前の３年間）の第二子以降の子一人あたりにつき３万６千円

の子育て応援特別手当を緊急措置として支給することとされています。この３万６千円の子

育て応援特別手当も今回の定額給付金と一緒に事務処理や該当者への郵送作業、支給

を行うことになるのでしょうか？ 

 

＜答弁＞ 

 子育て応援特別手当は支給対象者が限定され、その規模は定額給付金とは大きく異

なっていることから、現在、それぞれの制度ごとにシステム開発に向けた準備を行っ

ているところでございます。 

 具体的な支給方法につきましては、双方の給付金が混乱なく、できる限り早い時期

に対象者の手元に行き渡るためのより効率的な手法について、検討してまいりたいと

考えております。 

 

≪質問≫  

定額給付金に関しては、テレビや新聞などマスコミに頻繁に取り上げられ、多くの方が、そ

の概要をご存じかも知れません。しかし、子育て応援特別手当については、多くの市民が、

内容はおろか、その存在すら知らないのではないでしょうか。そういった事を踏まえ、市民

に対して、どのようにして短期間で周知を図っていかれるのでしょうか？定額給付金と混同

される方や、「何故、私の子どもには支給されないの？」といった問合わせをされる方など

が出てくるのではないかと危惧しますが、いかがお考えでしょうか？ 

 

＜答弁＞ 

 次に、市民への周知につきましては、広報誌及びケーブルテレビでお知らせすると

ともに、定額給付金と合わせて子育て応援特別手当かかる制度を案内することで全世

帯への周知を図ってまいりたいと考えております。 

 

 

≪意見≫ 

定額給付金に関しても、子育て応援特別手当についても、ただ単にこの議会の本会議初日

で、補正予算案を即決してもらって、すぐにでも事務作業に取りかかり、少しでも早く市民に

支給すればそれで良いというものではない気がします。もらえるものなら、なるべく早くもら

いたいと考える市民もおられるかもしれませんが、市として、定額給付金に関しては配った

お金をどうすれば、少しでも大きな経済効果として豊中市に還元されるかを考えて頂きたい

と思いますし、子育て応援特別手当に関しては、市民の混乱がなるべく生じないように、事

前の周知徹底に努める必要があると思います。 


